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従来の制度においても、職責と資格については相互に関連するものと位置付けていましたが、新たに職責に対応

した資格を明確に定め、職責対応資格から外れる方は、対応する資格の「Ｒ級」に資格を変更します。 
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ＮＡＦＰ嘱託社員新人事処遇制度導入 
～環境変化を正しく捉え、将来につながる人事処遇制度へ～ 

 
 

１．職責対応資格制度について 

・リーダー職Ｒ級・ジュニア職Ｒ級/副主事Ｒ級・レギュラー職Ｒ級を設けます。 

・「Ｒ級」になった後、元の資格に対応する職責についた場合は、元の資格に復帰します。 

・「Ｒ級」になる場合は、激変緩和措置として、資格手当の減額分については、15,000 円を限度とし、毎年の賃金

改定時（５月）に減額します。 

※本部の各職責については、各職域における専門職の位置づけで

あり、対応資格は定めないものとします。 

2019 春季労働条件交渉において、労使専門委員会の答申に基づき、「新人事処遇制度」の導入が決定しました。 

労使専門委員会では、組合員の労務構成・要員構成の変化や将来的な人手不足、採用・定着課題等のＩＹを取り巻

く環境変化を踏まえ、議論を進めてきました。その中で組合員の納得感や働きがいを重視し、ＮＡＦＰ嘱託組合員ト

ータルでの公平性・競争力を高めていく事が求められていることからＮＡＦＰ嘱託社員の人事処遇制度改定に至りま

した。 

【ＮＡＦＰ嘱託社員人事処遇制度改定内容】 

①資格手当・職責手当の変更 ②職責対応資格制度への移行 ③降級降格制度の運用 

④ＮＡ社員の初任給引上げに伴う若年者への体系是正の実施 ⑤嘱託社員賃金制度改定 

⑥Ｆ・嘱託社員の子女手当導入 ⑦採用競争力向上に向けた「曜日・時間帯・職種加給制度」の導入 

⑧シニアパートナー社員の一時金支給月数見直し ⑨短時間パートナー社員の社会保険加入基準の一部見直し 

今回の「さんかＥＸＰＲＥＳＳ」は妥結報告会の説明に合わせて①「資格手当・職責手当」の変更、②「職責対応

資格制度」③「降級降格制度の運用」、⑤「嘱託社員賃金制度改定」についての詳細を掲載しております。内容につい

てご確認いただき、疑問点や不明な点につきましてはＳＭ・ＣＭ・ＧＭ・ＳＭＤ、または支部代表委員長にお問い合

わせください。 

※主事の統括 M、副主事の担当Ｍが担当者になれば、資格を「リ

ーダー職Ｒ級」に変更する。昇進の場合は、資格手当の差額を

調整給で支給します。 

【職責対応資格表】 



 

 

 年功的要素の強い「資格手当」を減額し、レベルの高い業務が要求される「役職」に就くことで支給される「職責

手当」を増額することで「職責（役職）」と「処遇（賃金）」の連動性を高め、賃金水準のバランスを是正します。 

【資格手当】                                                                               単位：円 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

【職責手当】                          単位：円 

 
 
 
 
 
 
 

 
         
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．資格手当・職責手当の変更について 

３．職責対応資格制度導入に伴うシミュレーション 

《例①》ナショナル組合員・リーダー職３級・担当Ｍが新制度を導入した場合 

《例②》ナショナル組合員・リーダー職３級・担当Ｍ・32 歳が現行制度で統括Ｍに登用された場合と新制度で登用された場合の比較 

■ナショナル組合員・リーダー職３級・担当Ｍ・32 歳が新制度で統括Ｍに登用された場合 

※統括Ｍの職責対応資格の副主事１級の資格手当を資格調整給として差額分を支給する。副主事に昇格した場合は、差額支給を終了します。 

※年齢給の加算対象となる 29 歳（年齢給基

準）までのリーダー職・ジュニア職の担

当者とエルダー職の担当者ついては、資

格手当の変更に伴う減額分は調整補填し

ます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の制度変更に伴う大幅な賃金変更による影響の激変緩和措置として、1 回の減額分は 15,000 円を限度とし、毎

年の賃金改定時に減額となります。「Ｒ級」に変更になった後、元資格に対応する職責についた場合は、元の資格等

級に復帰します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

今後、職責別の処遇水準をより明確にするため、各職責・社員群の職務職能給レンジレートを変更します。変更

時期・金額等については労使で検討し、2020 年以降に導入します。また、新たな「職域開発」を併せて検討して

いきます。 

 

 
上記の内容に基づき、個人毎にシミュレーションを行って下さい。 

※2019 春季労働条件交渉による賃金改定については、５月の賃金改定に合わせてご案内します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６．職責対応資格制度 個人別シミュレーション表 

《例③》ナショナル組合員・主事１級・担当者 

※担当者の職責対応資格は１ページに記載の通り「リーダー職・担当職」となるため、「主事１級」から「リーダー職Ｒ級」へ格付

けし資格手当を変更します。激変緩和措置として、資格手当の減額分については、15,000 円を限度として、毎年の賃金改定時（５

月）に減額となります。 

４．激変緩和措置について 

【社員群】        【資格】         【職責】          

５．職務職能給レンジレートの変更について 



 
 
本人の職務遂行能力等の資格条件が、当該資格に適合しなくなった場合について、下位資格への変更「降級降格」

を実施します。資格変更に関する条件については、以下の内容を総合的に判断して決定します。変更時期について

は、2020 年３月の新資格等級の変更実施に合わせて、進級昇格・降級降格を実施します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
※今後の資格と職責の連動を高めていく中で、セルフチェック評価についても、従来の実質３段階評価から、高評価者・低評価者の

中でも特に優れている・劣っている方には、しっかりと「Ｒ１」「Ｒ５」評価とし、実質的な５段階評価を進めていきます。 

 
 
 
労務構成の変化に伴い、60 歳以上の嘱託社員のモチベーションアップ、活躍機会の拡大が図れる新人事制度を導

入します。 

 
 
 
 
 
※担当者を除く、職責についている嘱託社員の方は、人事処遇制度改定に伴い、新たに契約書を結び直し、賃金改定を実施します。

2020 年度より、評価反映を導入した形で契約更新を実施します。 

 
 
 

日程 内容 

４月４日（木）～４月 21 日（日） 

①「賃金改定と人事処遇制度の改定」に関する概要のＴＶ会議録画配信を 

視聴 

②その後、ＮＡＦ嘱託社員については、各支部で時間を決め、全員が録画視

聴した上で、ＳＭ・ＣＭ・ＧＭ・ＳＭＤより詳細を説明 

※パートナー社員については、別途説明を実施 

４月 25 日（木） 
進級・昇格に伴う賃金改定・・・３月 16 日に実施した進級・昇格に伴う賃

金改定 

５月 24 日（金） 

【ナショナル・エリア・フィールド・嘱託社員】 

2019 春季労働条件交渉妥結内容に伴う賃金改定ならびに新人事処遇制度に

よる賃金改定 

６月 10 日（月） 

【パートナー社員】 

2019 春季労働条件交渉妥結内容に伴う賃金改定ならびに新人事処遇制度に

よる賃金改定 

 
 
今後、５・６月の賃金改定の詳細について、さんかＥＸＰＲＥＳＳを発行しますのでご確認下さい。 

 

７．降級降格制度の運用について 

①「プロセス評価」 

 直近４回のセルフチェック評価をポイント化し、判断基準を設けます。 

②「フォローアップ試験の結果」 

 試験結果【偏差値】をポイント化し、判断基準を設けます。 

 フォローアップ試験の受験対象をリーダー職・ジュニア職の「Ｒ級」まで拡大します。 

③「日々の勤務姿勢」 

 上長とのカウンセリング面談を実施し、仕事に臨む基本姿勢を確認します。 

８．嘱託社員の新人事制度導入について 

①嘱託社員の店役職者の賃金水準の向上 

 能力・意欲があれば定年後も役職を継続し、処遇水準も今以上に高めることでモチベーション高めます。 

②「評価」による「賃金反映」を導入 

 ＮＡ社員時以上に「評価」による「賃金・一時金改定」を実施します。 

９．今後のスケジュール 


